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はじめに することができる。これらの災害対応事業の根拠・性質
等の相違により生じる予算執行上の特徴についても明確
にする必要がある。さらに事業によって予算の財源内訳

１． 

平成7年１月17日に発生した兵庫県南部地震は阪神・淡にする必要がある。さらに事業によって予算の財源内訳

路地域を中心に甚大な被害をもたらし、国・地方自治体が異なることから、予算上災害対応業務に大きなウェイ
等の行政機関は地震発生後から現在に至るまで様々な災卜を占める事業については、その主たる財源について明
害対応のための業務を行ってきた。林')は、各種災害対砿にしなければならない。
応の業務を時間経過に沿って四種類の課題に分類し、緊本論では、以上のような災害対応事業の根拠・性質、
急対策、応急対策、復旧・復興対策の3つの課題を適切か予算執行状況、財源等の関係について分析し、組織の資
つ効果的に推進するためには、災害対応の全期間を通じ源管理にあたって人員配置と並んで重要な要素となる予

てロジステイクス、すなわち情報管理と資源管理が第４の算配分と事業執行との関係を明らかにすることを目的と
課題であることを示している。する。

災害対応の資源管理は、各業務に投入するプロセスや

アウトプットをモニタリングしつつ投入する人員、予算、

設備等をマネジメントすることと捉えることができる。２．兵庫県の予算規模と露災関連予算
いいかえれば、災害対応に投入された人員、予算を災害

発生から継続的にモーターすることは、資源管理の側面 （１）地方自治体の会計と予算・決算の概要
から災害対応を分析する際の重要な切り口になりうる。 地方自治体の会計には、一般会計(1)、特別会計(2)及び
行政機関の事業遂行には予算の裏付けが必須であり、 公営企業会計(3)があり、それぞれ歳入と歳出に区分され
災害対応事業も例外ではない。このため、まず災害対応る。各会計の当初予算は通常前年度末までに翌年度の予
事業のための総括的な予算確保について通常業務との子算執行計画として定められる。その後予算執行年度内に
算の取り合い状況も含めて明らかにする必要がある。
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給等の法律に基づく事業、国の方針を受け入れて実施さ予算が編成される。最終の補正予算が終了した最終予算
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見られ、事業の進捗が遅れて予定された年度内に事業が

完了しない場合に発生し、特に補正予算等によって生じ

た事業に多い。

する。

一方、神戸市の震災関連事業決算額の会計別内訳は表
２のとおり報告されており、全額が震災がなければ発生

しなかった純増加経費と記載されている鋤。神戸市の

款・会計別の麓災関連事業決算額の規模は、災害復旧費、
復興基金への出資、都市計画費、港湾整備事業会計、住
宅費、民生費、土木費の順となっている2)。

兵庫県・神戸市の平成６年度から１０年度までの腱災関
連予算額・決算額を単純に比較すると、神戸市の各会計
の麓災関連決算額の合計は表Ｚより約２．１兆円、兵庫県
の震災関連予算額の合計は表１より約３．１兆円となり、

それぞれ平成10年度の予算額・決算額の全会計の単純合
計額に概ね相当するかやや上回る規模であり、会計の規

模から見れば震災関連事業に要した経費の財政上のイン
パクトは両者にあまり差が無いことになる。

（２）兵庫県の予算規模

兵庫県の各会計の歳出予算の規模は、平成14年度の当

初予算ペースで一般会計約２兆円、特別会計約１兆円、

公営企業会計が約０．１７兆円となっている。このうち一般

会計及び特別会計の歳出決算額の推移を図１に示す。

一般会計及び特別会計ともに霞災直後の平成７年度に

ピークとなっているが、鍵災以前より経済・雇用対策を

目的して、１)地方単独事業及び公共事業の拡大、２)金融
融資枠の拡大及び新分野開拓等構造転換支援による中小

企業対策、３)雇用維持・確保対策等を実施してきたため、
各会計の決算額は漸増している。なお、平成10年度以降

の一般会計の増加は地方消費税の導入に伴う清算金等の

支出が生じたことが主な原因であり震災対策とは関係が

無い。

表２神戸市の震災関連事業決算額（単位：百万円）

Ｈ８Ｈ７ＨＢＨｇＨ１０ 

Ｂ７２３６１Ｂ５０４２４ｇＯＯ７Ｂ４８３０７５３７８ｇｌＢ５ 
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（４）鰻災対策のための兵庫県の予算編成上の措匠
麓災による県税収入の減少と震災復旧・復興事業に伴
う財政支出増大に対応するため、兵庫県が歳出予算編成
時に実施した主要な措腫は、事務概要の財政課分り幻よ

り、１)震災関連予算の重点配分と公共事業の国庫の割当
見込額の満度受入、２)義務的経費（措圃費・医療費・税
交付金等）及び霞災関連予算を除く一般行政経費の一般

財源ペースでの抑制、３)単独災害復旧事業を除く投資単
独事業の抑制、が挙げられる。

一方、震災対策事業のための財源確保の取組みとして

は、国への支援要請、地方交付税により償還時に財源措
匝される起債の活用、財政基金・県債管理基金等の取崩
し等の措置がとられている。

計

図１兵庫県の一般会計、特別会計決算額の推移

（３）兵庫県の霞災関連予算と神戸市の鰻災関連決算

神戸市は、決算ペースで平成６年度から１０年度までの

年度別、款・会計別の震災関連決算額・財源内訳・事業
概要、農災後の歳入・儀出の状況、財政指標等について

明らかにしている幻。また、西宮市も同様に震災関連経
費執行額の年度別推移や財源内訳に加えて、個別事業ご

とに主要な事業費の決算額を明らかにしているが3)、兵

庫県はこれらと比較しうる総括的な震災関連予算・決算

の支出内訳・財源内訳等に関するデータを明らかにして

いない。

兵庫県の各会計の霞災関連予算(4)の推移について、補

正による増額が多かった平成６年度及び７年度について

は２月補正後の予算の、それ以外の年度については当初

予算の通常分と震災分の推移を表１に示す9口)。表１より

平成６年度から平成１１年度までの期間における震災関連

予算額は約３．５兆円であり、兵庫県の一般会計歳出予算

を平年ペースで約２兆円とすると、その約１．７倍に相当

（５）兵庫県の業務別決算額のデータベース作成
兵庫県の霞災関連予算の内訳、通常分も含めた事業別
予算配分状況等をトレースするため、予算教書①や各部
局の事務概要７).8),g)１０)から事業と予算額を抽出して整理を
試みたが、重複・部分記載等が多く定量的なデータとし
ては役に立たなかった。

そこで、平成６年度から平成１１年度までの兵庫県の一

般会計及び特別会計の歳入歳出決算参考資料１１)''2)に基づ

き、各会計の歳出決算額を事項(5)単位でデータベース化
した。データベース化に当たっては、麓災関連事業のう

ち決算額が明記されている事業について容易に抽出でき

るものとした。以上のデータベースをもとに、予算教書
や事務概要等で必要箇所を補足しつつ災害対応の予算配
分と事業執行について分析を行った。

表１兵庫県の震災関連予算額（単位：百万円）

のＨＢ２Ｈ７２Ｈ８ＨＢＨ１ＤＨ１１

１８５２２４８１５８４１Ｂ５１５５６ｇ７Ｂ１Ｂ８Ｂｇｇ７１７Ｂ１５Ｂ３１Ｂ３５１７６ 

１３３１４１５１Ｄ９ｐＢ７２２２８Ｂ２２２２２ＢｇＢ２２４５３７２３７４１ｇ 

ｌｇＢ３ＢＢ３Ｂ７５１Ｂ７１７Ｂ５７ｇＢ１ＢＢｇＢ９５２ＤＯＢ１２０２Ｄ７２５９５ 

Ｂ８１２１Ｂ５５１Ｄ１５５ｇｌＢＢ３５ｇｇｌ５２５ｇｇＯＯ５７４８５Ｂ２ 

“４２，４０Ｂ４３２１Ｂ１６４８１５２ＢＢＤ１４２７２７１１ｇ５７２ 

会７D5636B59447753531752D32741732888164

会（１８５３８７１５４０BＢ１５３１７Ｂ１Ｂ２５ＢＤ１６３３２０１５０Ｂ１１

１DB7１５８１０１９６DＢ２ＢＢ４０２９４８２４７１５９ 
￣ 

１６６４５４１０ｇＢＢＢ１７２７Ｂ４１Ｄ２２２ｐ１Ｄ２７Ｂ２１ｇ７９７ｐ ＝ 

3．兵庫県の業務別歳出決算額の推移

まず兵庫県の歳出決算額の全体的傾向として、平成６
年度から平成１１年度の一般会計及び特別会計の決算額を
業務別に集計したものを表３に示す｡。
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護
一般・特別会計歳出決算額

(単位：億円）
町交付金、災害弔慰金・災害援護金等の災害援護費が該
当する。その他の災害救助費では、応急仮設住宅の購

入・建設等に要する経費を中心とする都市住宅部分が大
部分を占める。

表４の災害救助費の財源は、事業の根拠によって財源

内訳が異なるが国庫支出金と起債が大部分を占める。こ

のうち県の既定の独自の制度である災害援護金は、他の

法令に基づく事業に比べると国庫支出金の比率が低く、

起債と一般財源による県負担の割合が多くなっている。

Ｈ６Ｈ７Ｈ８ＨｇＨ1０Ｈ1１ 

１３７７２３８５１７８２１８２８２２４８２０８５ 

７５８０１１０９９７１１７２ 

４０６７７３７６６８６２ 

１１７７１４５０１３５３１３１６１３０６１３０１ 

表４災害救助費の震災関連決算額（単位：百万円）

Ｈ５Ｈ７Ｈ８ＨｇＨ１ＤＨ１１ 

■■■■■■■■■■■■■ 
■■■■■■■■■ 
■■■■■ 

４１９１４０２５３３６８３３０７３１６１ 

１０８３１０９８１０７６９５８１２０４ 

７３１１１０４8７７１２２０５５７７５１ 

４７６６４７７９４８９０５０２１４９９６５０7９ 

１４２９１４８５１５６６１５２１１５４９１５４９ 

２１８１２０１０，１００１００７３０ 

２４８９２１８３２４３７２５９０２５９１２９８２ 

２０９５６２７７６７２４０３７２２１８９２３０４５２４３6９ 

表３より、展災直後に決算額が一時的に急増した業務

は災害救助と（財）阪神・淡路大震災復興基金（以下

「復興基金」という。）への出資である。このほかの業

務でも震災以降決算額が増大したものが多いが、土木、

住宅・建築指導の業務は決算額が平成６年度のレベルに

■■■■■■■■■ 
■Ｆｒｍ■癒可■ｍ■■Ⅲ■－
F、、■Y、■両一■ｍ－
ＴＴ可1匹FrY面■■■■■■■■■■■■
■■■、■■■■■■■■■■■■
■■■￣■■■■■■ 

iの長期的な影響として、震災の復旧・

た県債の償還が平成１１年度から本格化

県債償還等の決算額が増加している。したことに伴い、

４．業務別の予算執行と事業執行の関係

（２）復興総合推進業務

展災復興総合計画の策定、総合的復興推進に係る復興
総合推進業務の決算額を表５に示す。

復興総合推進業務は、主要事業の予算項・目が１日企画

部関連の予算項・目から派生・分離したものであるため、

基本的に企画調整業務であり、県民サービスセンターを

改組した震災復興総合相談センターの維持管理を除くほ
とんどの事業が震災による新規発生事業である。

麗災関連施設整備事業として、阪神・淡路大震災復興

支援館とメモリアルセンター（現在は「人と防災未来セ

兵庫県の震災関連事業には、震災に直接起因する事業

だけでなく、震災以前から継続している既存事業の全部

又は一部が一定期間震災関連事業と位置づけられた例も

含まれる。後者の例を挙げると、流域下水道事業では震

災以前から６カ所の流域下水道整備を進めており、麓災

以降は被災地の４カ所の一部又は全部が震災関連事業と

なっている。従って、震災以前からの継続事業や、事業

の実施原因が展災のみに特定できない公共事業・景気対

策事業等については、震災関連事業のみを取り上げて事

業と予算の分析を行っても意味が無いことになる。

このため、まず懲災に直接起因する既定の義務的な業

務として１)災害救助業務、次に、麓災に直接起因する新
規の県単独事業又はこれに単じる事業を主体とする業務

として２)復興総合推進業務、３)復興基金事業、４)被災者
復興対策・生活復興業務について、事業執行と予算配分

の関係を整理する。

さらに、様々な事業群を含むより広汎な業務として、

5)土木及び都市計画業務、６)住宅関連業務、７)商工観光
業務について、事業執行と予算配分の関係を整理する。

表５復興総合推進業務の決算額（単位：百万円）
Ｈ６Ｈ７Ｈ８ＨｇＨｍＨ１１ ■Ｐ 

、、函
■■､■閉■

（１）災害救助業務

県の緊急・応急対策に要した経費のうち、予算の項が

災害救助費に該当する震災関連決算額を表４に示す。

災害救助に係る経費には、事業実施主体である市町へ

の交付金・負担金等が多く含まれており、災害救助費市

■■■､－－ 
＝－－－ 

■■Ｒｎ■■ 

－３０９－ 

業務 Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ1０ H1１ 

総務･企画･管理 1`655 1.745 1,568 1,832 20971 2,845 

防災 ７ 3９ 1０３ 5８ 8９ 208 

復興基金への出資 0 4,047 2,022 ０ 0 １ 

生活 7９ 8０ 1００ 204 254 244 

福祉 1,163 1,169 1,245 10254 1,353 1,363 

災害救助 10659 1,140 1１ ６ ３ ２ 

保健･医療･衛生 620 621 678 622 624 630 

商エ観光 10377 20385 1.782 1,828 2,248 2.085 

労働 7５ 8０ 1１０ 9９ 7１ 172 

勘労者総合福祉麓殴 4０ 6７ 7３ 7６ 6８ 6２ 

農林水産 1,177 10450 1.353 10316 1,306 10301 

土木 20812 ４ 1９１ 4pO25 30368 3,307 30161 

都市計画 658 １ 083 1,098 1.076 958 1,204 

住宅･建築指導 731 １ 1０４ 8７７ 1,220 557 751 

教育 40766 ４ 779 ４０８９０ 50021 4996 50079 

警察 1,429 １ 485 1,566 1`521 10549 1,549 

用地先行取得 218 120 1００ 100 100 730 

県債償還等 2,489 2,183 20437 2,590 2591 2,982 

合計 20,956 270767 240037 22,189 23p45 240369 

内観 Ｈ６ H７ H８ Ｈ９ Ｈ1０ Ｈ1１ 

(事項)災害救助受
･防災担当塵分 26,151 ３７｡997 

(うち災害救助受､ﾌﾟﾛT交付金） 23,699 36.828 

･福祉部分
(施股への被災者受入等）

1４ 

･保健琿境部分 388 

(うち医密蛍巳悪霊■且狽金） 7０ 

･商エ部分
(下着等緊急物資鯛達等）

6０ 

･労働部分(WlET趨且｡
被災者受入卒菜等）

180 

･農林水産部分
(災害用米穀購入等）

10210 

･都市住宅部分
(応急仮設住宅建設.
購入､関連工事等）

860221 28,846 

･教育委員会分
(教職員人件費等）

650 

(事項)災容授塗畳

･災害弔慰金 100374 20581 1９１ 1１ ８ 1２ 

･災霄橿鑓余 21.290 90485 120 9６ 6７ 4５ 

･災害橿竃査金貸付金 19,278 33,903 

･死亡見舞金 1９ 

･災害陣書見舞金 6５ 

(事項)救助物資取扱量 １ １ 

内駅 Ｈ６ H７ Ｈ８ H９ Ｈ1０ Ｈ1１ 

総務管理虹且史(HI1のみ生活
恒貝抱迅硯含む).企画駐日且

1０９ 604 546 ５１４ 5㈹ 851 

一般会計健迩■企団己の
、只只以外の総括部分

5４ 755 863 402 273 270 

(うち阪神･淡路大屋災復興
支担館建築･展示物作成等）

0 541 559 ０ 0 0 

(うち(財)阪神･淡路大臣災
鹿念樫会出損金､卒束受
補助､運営受補助）

0 ０ ０ 1１２ 9８ 110 

災害対策長(総括部関連:〆
モリアルセンター土地取得等）

0 ０ 0 Ｃ 0 7.541 

堅埜已因壁写檀今創出卒乗畳 ０ ０ 0 0 ０ “ 

阪神･淡路大匡災復興基金民 0 401737 202.2網 2９ ５ 5５ 

阪神･逃璽大量災復興
宝くじ収巷③交付金

０ 504 0 0 0 0 

疲災復興総合相険センター
(県民サービスセンター）
維持、舞己

1８７ 201 204 ２０９ 1９９ 1９１ 



ンター」）があり、これらの施設整備事業に要した経費

と復興基金への出損・補助、宝くじ収益金交付金を除い
た事業費の財源は大部分が一般財源であり、事業費の規
模は職員費レベルと同等で非常に小さい。

財源確保の点から有利な制度である。しかし、財源の一
部を国に依存することから、実施する事業内容が国の意
向に拘束されたという欠点も生じている。

（４）被災者復興対策・生活復興業務

兵庫県は、生活関連の震災対策のため新しい組織を整
備して被災者復興対策・生活復興業務に係る各種新規事
業を推進した。表７に被災者復興対策・生活復興業務の
決算額を示す。

業務内容は生活資金関連とそれ以外のソフト的事業に
大別される。生活資金関連の事業として平成８年度より
開始された生活復興資金貸付金が全体事業費の大部分を
占め、生活復興県民ネット、被災高齢者生きがい就労対
策事業等のソフト的事業の決算額は１７億円に過ぎない。
これは、事業費の財源が、生活復興資金貸付金は基本的
に全額償還金が財源であり、その他の事業はすべて一般
財源であることによる。

事業費的には、県費事業よりも表６の復興基金の生活

対策事業が主であり、多数の事業を担当している。復興
基金の生活対策事業では既述のように被災者自立支援金
等の支給が事業費の大半を占めている。被災者生活再建
支援法がより早期に成立していれば、生活資金関連に関
する県事業、復興基金事業はより効果的・効率的に推進
できたことになる。

（３）復興基金への出資と復興基金の事業

基金とは資金の積立・維持・運用等を行う制度であり、

通常時より地方自治体は各種基金の積立や運用等を行っ

ている。基金を活用した被災者支援事業の例としては長

崎県が設圃した「雲仙岳災害対策基金」があり、阪神・

淡路大展災復興基金はこれに準じた制度である。

平成７年４月１日に設立された復興基金は、兵庫県と

神戸市の出資金9,000億円の運用益を主たる財源として
各種事業を実施しており、約3,600億円の助成事業が最
終的に実施される予定である。復興基金の事業報告書
'3)''4)から整理した助成事業等の事業別実績額の推移を表
６に示す。

表６の事業費内訳より助成事業の中心は生活対策と住

宅対策である。事業内容は、各種団体等の実施する復興
関連事業への補助のほか、政府系金融機関・県・その他

関係機関等の貸付事業の利子補給等が大部分を占めてお

り、行政機関等の復興事業に対する復興基金事業の補完
的な位極づけを示している。

各種事業のうち生活対策事業の事業費の大部分を占め
る被災者自立支援金関連は、平成10年５月の被災者生活

再建支援法の成立に伴い、「阪神・淡路大震災の被災者

について同法の生活支援金に相当する程度の支援措圃が

講じられるよう必要な措圃を講じる旨の付帯決鍛」に従

って実施された事業であるため、義務的な事業と同等で
ある。ただし、復興基金では同法の制定前から被災者生

活再建支援に係る復興基金事業として生活再建支援金と

中高年自立支援金を実施しており、これらの事業は被災
者自立支援金に統合されている。

兵庫県と神戸市の復興基金への出涜金の財源は起債で

あるが、出資金のうち元金は将来復興基金から償還され、

7,000億円分の利子については９５％の地方交付税措圃が

とられている２)。このため、県や市の直接執行では国庫

補助対象外となる生活・住宅関連助成事業等の復興事業
を実質的に国庫補助事業相当とすることができるので、

表６復興基金事業の実績額（単位：百万円）

表７被災者復興対策・生活復興業務の決算額
（単位：百万円）

ＨＢＨ７Ｈ８ＨｇＨｍＨ１１ 

０１８３Ｂ６９１３７９７１７７Ｂ７１７３ＢＢ 

ＯＯ３８００１３２９８１７２７９１７００８ 

０，１７２８２７２５ 

典箕亟頁付金

（５）土木及び都市計画業務

ハード面の整備事業が中心となる土木及び都市計画に

ついて、震災分と通常分を含めた決算額と主な事業費の
内訳を表８に示すの。このうち都市計画業務は、表８の

都市計画費の街路関連事業を除く大部分と土木施設災害
復旧の県立都市公園災害復旧が該当する。
a）土木業務

土木や都市計画などは、工事等の事業費が決算額の大

半を占め、インフラや都市の復興計画のために要した事
務費、調査費等は事業費と比べると極めて過小である。

また、土木の公共事業や単独事業は霞災以前から経済・
雇用対策として拡大していたため、平成６年度分の決算

額もそれ以前より高いレベルにある。道路橋りょう、河
川海岸、砂防、港湾空港、都市計画の街路事業の決算額

は震災後に増加が目立つものが多いが、事業内訳から街
路整備事業を除くと県単独事業は麓災後減少しているの

に対し、公共事業及び国直轄事業負担金は著しく増加し

ている。公共事業の財源の約半分は国庫支出金であり、

国直轄事業負担金の増加は国が事業主体の土木事業の拡

大を表すことから、土木関連事業の拡大は国の政策であ

ったこと、県の土木関係の復興事業においては財源の点

から県単独事業よりも公共事業に重点がおかれたことが
わかる。

土木施設災害復旧費は、県の公共事業だけでなく、国

直轄事業、阪神高速道路及び鉄道施設の復旧事業への負
担金も含まれている。土木施設災害復旧費の財源は、公

共事業が国庫支出金と起債、事業費補助は起債が大半を

(うち拉pH宕口方容餌の四五

－３１０－ 

内駅 Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ1０ Ｈ1１ 

生遥疸輿盟五 ０ 1６ 3.869 13.797 １７｡787 170388 

(うち生活復興資金貸付金） 0 0 、 13.298 170279 17.008 

(うち生窪■■県民ネット活■丑柚助 ０ ０ 1７ 2６ 2７ 2５ 

(うち被災商年齢者生きがい
就労対策事象委脆） ０ 0 0 273 258 199 

Ｈ７ Ｈ８ H９ H1０ Ｈ1１ Ｈ1２ 

住宅対策事案 ５１６ 20838 150743 23,650 19U569 190614 

(うち民H1負貸住宅家宜負担
軽減卒案）

0 891 7,232 80240 70968 9.471 

(うち披災者住宅再淀斐堀
卒束補助）

0 1,012 41038 4,974 40417 4,198 

(うち被災者住宅■人文HＮ
卒乗柏助）

８ 167 10338 2,627 2,601 2.579 

産案対策事案 7２９５ 110254 9.751 50978 30839 卯

(うち緊急災
利子補給）

＝■旧■金
4０１５ 6`657 60367 30972 20265 1｡744 

(うち被災者■用奨励金） 1,065 1,909 787 533 435 279 

(うち政府系中小金牢全砥埠
四災害復１日寅金科千打0蛤）

677 1,175 10239 885 551 3７３ 

生活対策事案 1,947 2846 1３０５７８ 1230087 210678 100743 

(うち被災老自方古担金凹■） ０ 0 80380 1140681 130742 “ 

コミュニテ

案補助）
イプラ

0 １ 704 2,484 20926 3.965 

(うち応急便肢住宅
絶持■理且柏助）

世同胞殿
668 1.365 10485 1,330 742 0 

教育対策卒案 1２９１ 820 577 375 201 126 

追悼､妃念事率 麹 3２ 6０ 4４ 1２３ 290 

－段会叶助成卒案(針） 11.086 170790 3９．７０８ 153,134 45,410 33,664 

特別会計助成事纂(産纂） 0 104CＯ 1,417 6２ 7８ 9Ｂ 

■担命短分卒案の受託分 17｡384 19,379 3,726 ０ ０ 0 



表８土木及び都市計画業務の決算額（単位：億円） て表，に示す。

a）応急仮設住宅管理・撤去及び入居者対策

応急仮設住宅の入居者対策については、別途県の保健、

福祉、医療関連の巡回相談や市町への補助等が実施され

ており、表，に記載したものがすべてではない。応急仮

設住宅関連事業の一部は市町への委託・交付金であり、

災害救助事業の延長であるので財源には国庫支出金が含

まれている。

b）災害公営住宅等の供給推進

県の住宅供給業務は、災害復興公営住宅の建設（災害

公営住宅建設費）、災害復興準公営住宅の供給（ひょう

ご県民住宅供給推進費、ひょうご県民住宅建設費等）、

借上県営住宅供給（借上県営住宅管理費）に大別される。

これらの住宅供給の事業は公営住宅法や国の特定優良賃

貸住宅供給促進事業に基づく事業であり、事業費の財源

は震災分、通常分を問わず国庫支出金と起債が多い。

c）住宅再建・取得支援事業

県を事業主体とする住宅再建・取得支援事業は、被災

マンション建替等支援事業費補助（住宅政策推進費平成

７年度決算額の一部）やひょうご県民住宅復興ローン貸

付金等がある。事業規模の大きいひょうご県民住宅復興

ローン貸付金は、財源のほとんどが償還金である。

復興基金の住宅対策事業では、表６より民間賃貸住宅

家賃負担軽減事業、被災者住宅購入・再建支援事業補助

が住宅対策事業費の過半数を占める。

復興基金以外の外郭団体を活用した住宅再建・取得支

援事業としては、（財）兵庫県住宅建築総合センターの

事業があげられる。同センターに対する県費からの補助

として、住宅復興促進助成基金設置費補助、総合住宅相

談所設置運営事業費補助（住宅相談費）、ひょうご輸入

住宅総合センター設置事業費補助（住宅政策推進費平成

７年度決算額の大部分）等があり、同センターにおいて

県の補助により基金を創設して被災住宅再建対策利子補
給事業が実施されている。占める。

b）都市計画業務

都市計画の主要な事業は表８の都市公園整備・復旧と

市街地整備・都市再開発・土地区画整理事業が該当する。

都市公園整備事業では震災後新たに三木総合防災公園の

整備事業が開始されたが、事業全体の決算額の傾向は土

木の事業と同様で、震災後に公共事業公園整備費と国直

轄公園事業負担金が増加しているのに対し、県単独公園

整備費は減少している。

市街地復興の中心的な事業である都市再開発事業、土

地区画整理事業、市街地整備事業助成は、震災後に決算

額が著しく増大している。これらの事業は震災後に繰越

金が増加しており、市街地・都市開発等の復興事業は行

政の計画どおり進捗していないことを示している。都市

再開発事業、土地区画整理事業の財源の約半分を国庫支

出金が占める。

また表１の企業会計では、阪神・淡路地区の臨海都市

整備事業や国際公園都市整備事業等の地域整備事業が震

災関連事業とされているが、野島断層保存関連施設の整

備事業を除くと震災以前からの継続事業が主体である.

（７）商エ観光業務

商工観光業務の事業規模は、震災以前から経済・雇用

対策として金融融資枠の拡大等を実施していたため、健

災以前から増加していた。商工費及び産業開発資金特別

表９住宅関連業務の決算額（単位：百万円）

（６）住宅関連業務

住宅関連業務のうち、復旧事業は県営住宅の復旧が該

当し、住まい復興事業は、１)災害救助の延長である応急
仮設住宅管理・撤去及び入居者対策、２)災害公営住宅等
の供給推進、３)住宅再建・取得支援事業に分類される。
住宅関連業務の決算額について、震災分と通常分を含め

－３１１－ 

内訳 Ｈ６ H７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ1０ Ｈ1１ 

災害対策受(住まい復興分）
【一般会計総務且】

０ 122 3,702 20107 6.187 9.337 

(うち生活支援アドバイザー
乗稽饗圧(市へ)）

0 0 173 367 ２９９ 0 

(うち応急仮8,住宅撤去復旧
乗務委托(市町へ)）

0 0 1６１ 10232 3.341 80574 

(うち災害救助受市町交付金
(市へ)）

0 0 0 180 7８ 0 

建築管理民【一般会計土木長】 40515 “ 5,419 50297 5.160 ４５２４ 

住宅受【一般会計土木史】 420755 1８０７３２ 270289 350049 35β2６ 4ａ941 

(うちひょうごⅡL民住宅供栓推進■ 277 1４７７ 5,“３ 9.484 50429 3.927 

(うちひょうご県民住宅｡【輿
ローン貸付金）

０ 215 10433 3.211 10.155 1ａ974 

(うち住宅相談費） 3４ 158 1１３ 6６ 5８ 4０ 

(うち住宅復興促進助成基金
盟旺費補助） 23,740 0 ０ 0 ０ ０ 

(うち住室政蜜推進■） 8２ 439 162 1６１ 180 狐

県営住宅卒乗受
【､1世住宅卒巣特別会計】 45,452 102.223 73,889 100.769 310680 37,383 

(うち災害公営住宅瞠盟■） 2,859 54,599 41.872 74.862 20333 0 

(うち借上県営住宅管理史） ０ 0 1０１ ６２６ 10541 ２１８３ 

(うち既殴りR世住宅災害復旧長） 1.047 12.523 ２１３１ ０ 0 0 

(うちⅡL堂住宅管理受） 5,938 皿 6.497 6.435 隅 9.573 

(うちひょうご県民住宅迩段費） 6７３ 10058 5BＢ 0 ０ 0 



会計の商工関連分の内訳を表１０に示す.表１０より、商
工関連業務の事業費は、会計間の繰出金を除くと産業開
発資金特別会計の貸付金が事業費の大半を占めている。
震災直後に行われた緊急的な震災対策事業のうち決算

額の大きな事業は、緊急災害復旧資金の新設による体質
強化資金貸付金の貸付枠の拡大、神戸市と共同事業の災
害復旧資金創設（中小企業災害復旧基金貸付金）、事業
協同組合等への災害復旧費補助等、中小企業高度化資金
等の各種貸付制度の拡大がある。これらの事業は、貸付
金の償還金を主たる財源とする貸付事業か、国庫補助事
業である。一方、県の単独事業である復興事業としては、
平成８年度に重点的に実施された観光復興のソフト的事
業等があるが、事業費の財源は一般財源であり、事業費
の規模は貸付金等と比較すると非常に僅少である。
震災関連事業や通常事業を問わず、一般会計の商工関
係、中小企業相談・診断等の事業は、財源に国庫支出金
を含む事業が多く、国の景気対策に依存する事業が多い
ことを示している.

10）、中小企業高度化資金貸付金の震災分（表10のうち
－部）、生活復興資金貸付金（表７）、ひょうご県民住
宅復興ローン貸付金（表,）のほか、土木・都市公園等
の公共事業の拡大（表8）等が挙げられる。

以上の事業費が大きい震災関連事業は、その性質・根
拠等から、１)災害救助及び施設災害復旧等の義務的な事
業のほか、任意的な事業は、２)災害公営住宅建設及び土
地区画整理事業・都市再開発事業等の法律に基づく事業、

3)国の方針を受けた土木等の公共事業の拡大、４)貸付金
事業、５)復興基金事業に分類することができる。
義務的な事業については、災害救助費（事項）の財源
の国庫負担率が今回の震災の場合は約８５％となっている

ほか、施設災害復旧費の起債のうち災害復旧事業債は元
利償還費の９５％が地方交付税措置される等、県の負担額
は事業費に対して大幅に軽減されている。

任意的な事業の土木等公共事業は、財源の約半分が国
庫支出金であり、残りの財源の大部分を占める起債のう
ち補正予算債の元利償還費の８０%が地方交付税措霞対象
であったことが事業費拡大の一因である。このほか、災
害公営住宅建設や土地区画整理事業・都市再開発事業等
は国庫支出金が財源の約半分を占める事業である。

事業費が大きい県の独自事業は、復興基金事業を除く
と貸付金事業に限られる。これは、生活復興資金貸付金
等の貸付金事業は当該事業の償還金を財源としており、
自治体の実質的負担が最終的にほとんど生じないためで

ある。一方、一般財源をペースとする生活復興、観光復
興等の県独自の復興事業費は非常に少額である。

以上より、震災によって事業費が増大した事業を財源
から分類すると、特定の国庫補助事業、復興基金事業、

県の貸付金事業に分類することができる。財源に起債が
利用されている事業が多いが、一部の事業は起債償還費
に対して地方交付税による財源措置が行われる。例外的
に、都市再開発事業と土地区画整理事業はそれぞれ一般

財源と特定財源（負担金・分担金等）の占める割合が高
い。

表１０商工観光業務の決算額（単位：億円）

５．震災対策による財政状況への影響

本論では、以上の震災関連事業の遂行が自治体の財政
に及ぼした影響について考察する。

（１）醸災対策事業の財源内訳

a）神戸市の錘災関連決算額の財源

展災による純増加経費とされる神戸市の震災関連決算

額2.1兆円の財源内訳は、国庫支出金7,511億円、県支出
金614億円、市債9,916億円、一般財源1,482億円、特定
財源等その他1,967億円となっている幻。県支出金の割
合が比較的高い会計・款は災害復旧費と民生費であり動、

県の歳出決算から見ると表４の災害救助費市町交付金や
災害援護費が該当する。

震災関連決算額のうち、神戸市の純粋な負担増加分は、

一般財源1,482億円に加えて、市債,,916億円から復興基
金から将来償還される復興基金への出資金3,000億円を
控除した6,916億円のうち償還時に地方交付税により財

源措置されない金額の合計4,800億円とされている。
b）鯉災による兵庫県の歳入決算額の推移

兵庫県については、震災関連事業の内訳から震災関連
予算に限定した財源内訳の分析は意味が無いので、震災

（８）醸災対策における事業執行と予算執行の考察

平成１１年度までの県の展災関連事業のうち、決算額が

大きい事業は、復興基金への出資（県の支出は表５，事

業費は表６）、災害救助費（表４）、災害公営住宅建設

（表,）、土木等の施設災害復旧（表８の土木施設、表ｇ

の既設県営住宅のほか、農林水産施設２３０億円、県有施
設２５０億円、県立学校施設２１０億円等）、土地区画整理

事業・都市再開発事業の鰹災分（表８のうち約９００億

円）、緊急災害復旧資金創設による貸付事業拡大（表
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会計 項 目 Ｈ６ Ｈ７ H８ Ｈｇ Ｈ1０ Ｈ1１ 

一触会計 商エ矢
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向案絶務受
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出）
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【日卒案史柏助）

貿易擾奥受
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中小企栗擾輿長
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(うち体宜強化安金貸付金(緊急
特別資金拡大分)､予算ベース）
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表１１兵庫県の一般会計歳入決算額（単位：億円） 方自治体の主要な財源が起債であったことから、震災対

策による財政状況の悪化を示す指数として特に重要であ
ると考える。

表12の財政指標はいずれも兵庫県の財政状況が震災後

悪化していることを示している。しかし全国平均及び類
似，府県との相対的な位函づけから見ると、財政状況の
悪化は全国地方自治体レベルでの傾向であり、財政指標

の示す兵庫県の相対的な位置は震災以前から平成12年度
末まで変わっていない。

従って今後の推移を見る必要があるが、平成12年度末
の時点では、兵庫県の財政状況は震災対策によって大規
模な財政支出を行ってきたにも拘わらず、全国レベルの

推移を越えて極端に悪化しているわけではない。

（３）神戸市の財政状況

次に神戸市の起債制限比率と経常収支比率の推移z)を
表１３に示す。神戸市の起債制限比率は平成５年度から
１０年度までで５．８増加しており、同時期の兵庫県の増加

1.4と比べると非常に高い数値であり、震災以降急激に財

政状況の悪化が進んだことを示している。神戸市の平成
１０年度の起債制限比率は、原則的には一般単独事業のた
めの地方債発行の制限対象となる２０％を超えており、長
期的な財政状況についてもさらに財政状況が悪化すると
予測されている⑳。ただし、財政状況の急激な悪化は溌
災以降に見られるが、神戸市の起債制限比率は展災以前
の平成５年度の時点ですでにかなり商いレベルである。

前後の兵庫県の一般会計歳入決算額の内訳（表１１）につ

いて分析する。ただし、表１１は一般会計であり、主要な

風災対策事業である県営住宅事業や産業開発資金等の特

別会計分は含まない。

平成６年度から８年度までの国庫支出金の増加は、平

成６，７年度の災害救助国庫補助金、平成７．８年度の災害

復旧費国庫負担金、平成７年度以降の公共事業関係国庫

支出金の増大が原因である。

県債は平成７，８年度に著しく増大しているが、復興基

金分が平成７年度4,000億円、平成８年度2,000億円含ま
れており、これを控除すると平成７年度の3600億円をピ

ークに平成８年度から平成１１年度まで2,800億円前後の
起債を発行している。ただし、復旧・復興対策のために

発行された災害復旧事業債、大部分の復興基金貸付金債、

補正予算債等は償還費の多くが地方交付税によって財源

措置される。

このため、県債償還による歳出の増加（表３）に併せ

て、地方交付税も平成１１年度より大幅に増加している。

また、地方交付税は特定の県債償還費に対する財源措置

だけでなく、多くの国庫補助事業の県負担分に対しても

算入される。このため、震災後の地方交付税の増加要因

は起債償還への算入だけでなく、震災に伴う国庫補助事

業の拡大の影響も含まれる。

以上より、兵庫県も神戸市と同様に麓災対策のため増

大した支出の財源は起債と国庫支出金に依存している。

ただし、復興基金貸付金等のため活用された特定の起債

は償還費に対して地方交付税算入が発生しており、実質

的な自治体の負担は起債発行額より軽減されている。

表１３神戸市の財政状況の推移

、■■可■肛而■可而
■、■m■、

8７．９９７．４１０６．０９１．０９４．３９９．７ 

６．まとめ

本研究により、阪神・淡路大震災における兵庫県の震
災対応の予算執行と事業遂行の関係について分析を行い、
以下の知見を得た。

（１）鍵災以降の歳出予算編成上の方針として、Ｉ)震
災関連予算の重点配分と公共事業の国庫の割当

見込額の満度受入、２)義務的経費（措置費・医
療費・税交付金等）及び鍵災関連予算を除く一

般行政経費の一般財源ペースでの抑制、３)単独
災害復旧事業を除く投資単独事業の抑制、が挙
げられる。

（２）麓災対策事業のための財源確保の取組みとして、

国への支援要請、地方交付税により償還時に財
源措置される起債の活用、財政基金・県債管理
基金等の取崩し等の措置がとられた。

（３）事業費が大きい霞災関連事業は、その性質・根

拠等から、１)災害救助及び施設災害復旧等の義
務的な事業のほか、任意的な事業としては、２）
災害公営住宅建設及び土地区画整理事業・都市
再開発事業等、３)国の方針を受けた土木等の公
共事業の拡大、４)貸付金事業、５)復興基金事業
に分類することができる。

（４）震災によって事業費が増大した事業を財源から

分類すると、特定の国庫補助事業、復興基金事
業、県の貸付金事業に分類することができる。
財源に起債が利用されている事業が多いが、－

（２）痩災対策が兵庫県の財政に及ぼした影響

地方自治体の財政状況を表す指数として、起債制限比

率(8)、財政力指数(9)、経常収支比率(10)などがあり、これ

らの推移について兵庫県がホームページ上’5)で公開して

いるものを表１２にまとめた。特に起債制限比率は、地方

交付税算入分を控除した地方自治体の実質的な起債償還

費の負担の指数を示すものであり、震災対策における地

表１２兵庫県の財政状況の推移('１）
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Ｈ５ H６ H７ H８ Ｈ９ Ｈ1０ 

起債制限比率(神戸市） 1５．６ 17.0 18.0 19.2 19.8 21.4 

又支比率(神戸市） 87.9 97.4 106.0 910 94.3 99.7 



部の事業は起債償還費に対して地方交付税によ
る財源措置が行われる。一方、県独自の一般財
源をペースとする生活復興、観光復興等の事業
費は非常に少額である。

（５）兵庫県も神戸市と同様に震災対策のため増大し
た支出の財源は起債と国庫支出金に依存してい
る。ただし、復興基金貸付金等のため活用され

た特定の起債は償還費に対して地方交付税算入
が発生しており、実質的な自治体の負担は起債
発行額より軽減されている。

（６）平成12年度末の時点では、兵庫県の財政状況は
震災対策によって大規模な財政支出を行ってき
たにも拘わらず、全国レベルの推移を越えて極

端に悪化しているわけではない。一方、起債制
限比率の比較から、神戸市の財政状況は兵庫県
と比べると屡災によって大幅に悪化している。

本論では、兵庫県に対象を絞って災害対応の事業執行
と予算配分の関係について分析を行ったが、兵庫県の予
算執行額には市町や国が実施主体である事業の負担金、
交付金、委託料等が多く見られるほか、国に依存する財
源についても特に地方交付税についてさらに整理・分析
する必要がある。今後は、国・県・被災市町・関連外郭
団体等が実施してきた震災対策について事業内容・決算
額・財源内訳等を整理・分析し、各種麓災対策事業につ
いて実施主体・事業費・機関別の最終負担額を明らかに

しなければならない。そして最終的には事業に要した経
費と震災対策事業の成果を整理し、震災対策事業のイン

プット・アウトプットの双方から事業の効果・効率等に
関する検証を行う必要がある。

た額を除き、さらにこれに充当された一般財源のうち

地方交付税が措置されたものを除いたものが、標単財
政規模（地方交付税措囲分を控除）に占める割合であ

り、数値が商いほど実質的な地方債償還金が財政を圧

迫していることになる。地方債の許可制限に係る指標
として、地方債胖可方針に規定される。

(９）財政力指数は、地方交付税法の規定によって算定した

基翠財政需要額（基本的な財政需要）に対する基準財
政収入額（基本的な収入）の割合で、財政の自主性．

自由度を測定する指標である．数値が１に近いほど財
源に余裕があることを示す。

(１０）経常収支比率は、人件費・施設維持費等の毎年度経常
的に支出される経費の、地方税、普通交付税等の経常

一般財源に対する割合で、財政の弾力性を判断する指
標である。比率が高くなるほど財政が硬直化しており、

行政需要の変化に事由に対応でき難いことを示す．

(１１）類似，府県は、財政規模・産業構造等が兵庫県と似て
いる、埼玉・千葉・神奈川・酵岡・愛知・京都・大
阪・広島・福岡の９府県である．
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補注

(１） 一般会計とは、特別会計に属しない歳入歳出の組織全

体のことで、基本的な会計である。

特別会計とは、特定の事業を行う場合や特定の歳入を

もって特定の蟻出に充て、一般の歳入歳出と区分して

経理する必要がある場合に条例で設けたものをいう。

公営企業会計とは、病院事業、水道事業等の地方自治

体の企業会計のことをいう。広義では特別会計に含ま

れることもあるが、本論文では特別会叶には含まない。

兵庫県の風災関連予算は、１)災害救助に関する費用、

2)災害復旧に関する費用、３）「阪神・淡路霞災復興計
画基本構想」の推進に必要な事業に係る予算である。

各会計の歳出予算には性質別と目的別の分類があり、

目的別の分類は歌、項、目、事項、細事項に階層化さ

れている。個別の事業は細事項に相当するが、決算参

考資料には事項と金額の大きい工事費、補助金、委託
料等のみ妃載されている。

各会計の集計を行う際に、各会計間の資金の移動を表

す操出金を削除した。また、業務の分類は屡災当時の

部局に概ね準じたものとし、歴災対策に特化した項・

目・事項等で決算額の大きいものや特別会計で特定部

局の業務に分類し難いものは独立した業務とした。

都市計画に分類すべき特別会計のうち、鰹災関連事業

と関連の薄い北摂開発事業特別会計分を除く。また平

成９年度に復興総合推進業務から引き継がれた神戸東

部新都心整備推進事業は、各年度の決算額が１億円に

満たないため妃載していない。

起債制限比率は、地方債元利償還金から繰上償還され
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